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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第87期
第１四半期
連結累計期間

第88期
第１四半期
連結累計期間

第87期

会計期間
自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日

自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日

自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日

売上高 (百万円) 49,875 43,550 173,123

経常利益 (百万円) 3,236 2,082 5,355

四半期（当期）純利益 (百万円) 1,806 1,191 2,306

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 1,806 933 2,974

純資産額 (百万円) 40,912 43,678 43,010

総資産額 (百万円) 132,937 136,883 135,176

１株当たり四半期（当期）純利益 (円) 26.85 17.71 34.29

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 29.7 30.0 29.9

(注)１. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

　　２. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　３. 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

　

２ 【事業の内容】

　

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関す

る事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証

券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

　
２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　
３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（1）経営成績の分析

当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要等を背景として持ち直

しの動きが見られたものの、海外経済は減速した状態から脱しきれず、円高が継続するなど、依然とし

て厳しい状況で推移いたしました。

当第1四半期連結累計期間における清涼飲料業界の状況につきましては、スポーツ飲料は減少とな

りましたが、ミネラルウォーターは東日本大震災後の備蓄意識の高まりなどにより引き続き安定した

需要となりました。また、新製品が順調に伸びた炭酸飲料やコーヒー飲料、果汁飲料および紅茶等が増

加し、全体では前年同期を上回る実績となりました。

　

（容器事業）

飲料用スチール空缶につきましては、主力の缶コーヒー分野において積極的な営業活動を続けてま

いりましたが、東日本大震災後に一時的に需要が増加した前年同期からの反動や電力総量規制に備え

て増産した反動もあり、前年割れの販売となりましたため、飲料用スチール空缶全体では、前年同期を

下回る結果となりました。

食品缶詰用空缶につきましては、水産缶詰を主体に前年同期を若干下回る結果となりました。 

プラスチック製品につきましては、飲料用ペットボトル分野におきまして、前年の震災後に発生し

たキャップ不足によるお客様の充填調整の反動もあり、前年同期を上回る結果となりましたが、無菌

充填向けプリフォーム（ボトル成形前の中間製品）につきましては、前年同期を下回る結果となりま

した。

　食品用ペットボトルにつきましては、醤油等が減少したため前年同期を下回る結果となりました。

　一般成形品および加工品につきましては、前年震災後に緊急援助物資として一時的に需要が急増し

た水袋が減少となりましたが、化粧品関連の新製品が順調に推移したため、前年同期を上回る結果と

なりました。

　エアゾール用空缶につきましては、殺虫剤や塗料製品、工業用品などが増加となりましたが、前年、震

災援助物資としてのボンベ缶が増加した反動や消臭剤が減少したため、前年同期を下回る結果となり

ました。 また、美術缶につきましては、ギフト用品の低迷などにより、前年同期を下回る結果となりま

した。 

　以上の結果、容器事業全体の売上高は、12,625百万円と前年同期に比べ8.9％の減少となりました。 
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（充填事業）

缶製品につきましては、前年の電力総量規制を見据えた先行生産による増産の反動などにより、主

力の缶コーヒー、炭酸飲料が減少となりましたため、缶製品全体では前年同期を下回る結果となりま

した。

　ペットボトル製品につきましては、受注増加に向けて積極的な営業活動を進めてまいりましたが、前

年の先行生産による増産の反動などにより、大型ペットボトル製品・小型ペットボトル製品ともに、

茶系飲料等が減少となりましたため、ペットボトル製品全体では前年同期を下回る結果となりまし

た。 

　以上の結果、充填事業全体の売上高は30,722百万円と前年同期に比べ13.6％の減少となりました。 

　
（機械製作事業）

機械製作部門につきましては、カタログ商品である液体小袋充填機の販売が増加したものの、主力

の金型製作事業が減少となりましたため、機械製作部門全体では前年同期を下回る実績となりまし

た。

　エンジニアリング部門では、国内の設備投資低迷の影響などによりエンジニアリング部門全体では

前年同期を下回る結果となりました。

　以上の結果、機械製作事業全体の売上高は202百万円と前年同期に比べ55.9％の減少となりました。 

　

以上により、当第1四半期連結累計期間における売上高は、43,550百万円と前年同期比12.7％の減少

となり、営業利益は1,759百万円（前年同期比40.8％減）、経常利益は2,082百万円（前年同期比

35.7％減）、四半期純利益は1,191百万円（前年同期比34.0％減）となりました。

　
（2）財政状態の分析

（総資産）

当第１四半期連結会計期間末における総資産の残高は136,883百万円（前連結会計年度末は

135,176百万円）となり1,706百万円の増加となりました。これは有形固定資産が減少（62,633百万円

から61,378百万円へ1,254百万円の減）したものの、第１四半期は販売数量が増加する時期であるた

め、受取手形及び売掛金並びに電子記録債権が増加（39,157百万円から41,892百万円へ2,735百万円

の増）したことが主な要因であります。

（負債）

当第１四半期連結会計期間末における負債の残高は93,204百万円（前連結会計年度末は92,165百

万円）となり1,039百万円の増加となりました。これは法人税等の支払による未払法人税等の減少

（1,352百万円から668百万円へ684百万円の減）がありましたものの、借入金が増加（46,358百万円

から48,175百万円へ1,816百万円の増）したことが主な要因であります。

（純資産）

当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は43,678百万円（前連結会計年度末は43,010

百万円）となり667百万円の増加となりました。これは主に四半期純利益1,191百万円の計上、配当金

の支払い252百万円及び為替換算調整勘定の減少（△161百万円から△333百万円へ171百万円の減）

によるものであります。
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（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありま

せん。

　

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、そ

の内容等（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

　

　株式会社の支配に関する基本方針について

（１）会社の支配に関する基本方針の内容の概要

当社は、当社の株主の在り方については、当社株式の市場における自由な取引を通じて決せられる

ものであり、当社の支配権の移転を伴う大規模買付行為の提案がなされた場合にこれに応じるべきか

否かの判断も、最終的には株主の皆様の全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。

しかしながら、大規模買付行為の中でも、その目的等からみて企業価値ひいては株主共同の利益に

対する明白な侵害をもたらすもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強要する恐れがあるもの、当社

の取締役会や株主の皆様が買付条件等について検討し、あるいは当社の取締役会が代替案を提案する

ための十分な時間や情報を提供しないもの等については、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・

向上を妨げ、個々の株主の皆様の判断に委ねるべき前提を欠くものと考えられます。

当社は、上記の例を含め、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する恐れのある不適切な

大規模買付行為又はこれに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者

としては適切でないと考えております。

　
（２）会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組み

当社及び当社グループ（以下、総称して「当社グループ」といいます。）は、大正10年（1921年）の

創業以来、「品質本位に最善の努力を行い、最高の商品を提供する企業として、社会・文化に貢献す

る。」との企業理念に立ち、容器・充填・機械製作事業等を営んでおります。

当社は、平成17年10月に純粋持株会社へ移行し、「グループ全体の最適な戦略立案」「事業会社の

経営執行の監督」「グループ資源の最適配分」を行ってまいりました。また、昨年までの中期経営計

画において、「グループシナジー効果の創出」「事業拡大のための新たなる取り組みへの挑戦」「経

営効率、経営品質の更なる向上」を推し進めてまいりました結果、その目標をほぼ達成することがで

きました。

そして、平成23年度より新たに中期５ヵ年計画「ＡＣＴＩＶＥ－５」をスタートさせました。もの

づくり力の更なる強化や新たなるＴＰＳの構築により、「既存事業の持続的成長」を図ります。また、

新規事業や海外事業にも積極的に取り組むことで、「新たな事業展開への挑戦」を行ってまいりま

す。「活動的、積極的であること」を行動指針として当社グループが一体となり、今後の更なる成長を

目指してまいります。

上記のように、当社グループでは、多数の投資家の皆様に長期的に当社への投資を継続していただ

くため、企業価値ひいては株主共同の利益を向上させることに役員・社員一丸となって取り組むとと

もに、経営の透明性・客観性の確保に努めております。これらの取組みは、会社の支配に関する基本方

針の実現にも資するものと考えております。

　
（３）会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の

決定が支配されることを防止するための取組み

当社は平成20年5月15日開催の取締役会において、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策

（買収防衛策）」を決定し、同年６月27日開催の定時株主総会においてご承認をいただいておりま

す。その後、同対応策の有効期限の満了を迎えたため、所要の変更を加えた上で、平成23年６月29日開

催の定時株主総会において、新たに買収防衛策（以下「本プラン」といいます。）を株主の皆様にご

承認いただいております。
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(イ) 本プラン導入の目的

本プランは、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方

針の決定が支配されることを防止するための取組みとして導入するものです。

当社取締役会は、当社株式に対して大規模な買付行為等が行われた場合に、株主の皆様が適切な判

断をするために、必要な情報や時間を確保し、買付者等との交渉等が一定の合理的なルールに従って

行われることが、企業価値ひいては株主共同の利益に合致すると考え、以下の内容の大規模買付時に

おける情報提供と検討時間の確保等に関する一定のルール（以下、「大規模買付ルール」といいま

す。）を設定することとし、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって大規模買付

行為がなされた場合の対抗措置を含めた買収防衛策として本プランを導入することといたしました。

　
(ロ) 本プランの対象となる当社株券等の買付

本プランの対象となる当社株式の買付とは、特定株主グループの議決権割合を20％以上とすること

を目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上とな

る当社株券等の買付行為（いずれについても予め当社取締役会が同意したものを除き、また市場取

引、公開買付等の具体的な買付方法の如何を問いません。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」

といい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。）とします。

　
(ハ) 独立委員会の設置

本プランを適正に運用し、当社決定の合理性・公正性を担保するため、当社は、独立委員会規程を定

めるとともに、独立委員会を設置いたします。独立委員会の委員は３名以上とし、公正で中立的な判断

を可能とするため、当社の業務執行から独立している社外監査役又は社外有識者のいずれかに該当す

る者の中から選任します。

独立委員会は、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否かの判断、大規模買付行為が当社

に回復し難い損害をもたらすなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう

か否かの判断、対抗措置の発動不発動の判断、発動した対抗措置の停止又は変更等の判断など、当社取

締役会の諮問に対して勧告するものとし、当社取締役会は独立委員会の勧告を最大限尊重するものと

します。独立委員会の勧告内容については、その概要を適宜情報開示することとします。

なお、独立委員会の判断が、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益に資するようになさ

れることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者である専門家（ファイナン

シャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家）等の助言を得ることが

できるものとします。

　
(ニ) 大規模買付ルールの概要

当社が設定する大規模買付ルールとは、①事前に大規模買付者が当社取締役会に対して、必要かつ

十分な情報を提供し、②当社取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始す

る、というものです。

a．大規模買付者による当社に対する意向表明書の提出

大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、大規模買付行為又は大規模買付行為の提

案に先立ち、提案する大規模買付行為の概要等を記載した意向表明書を、当社の定める書式により当

社取締役会に提出していただきます。

ｂ．大規模買付者による当社に対する必要情報の提供

当社取締役会は、意向表明書を受領した日から10営業日以内に、大規模買付者に対して、大規模買付

行為に関する情報として当社取締役会への提出を求める事項について記載した書面を交付し、大規模

買付者には、当該書面に従い、必要情報を、当社取締役会が適切と判断する期限までに当社取締役会に

書面にて提出していただきます。

なお、提出された必要情報について当社取締役会は速やかに独立委員会に提出することとします。

これを受けて独立委員会が精査した結果、独立委員会が、当該必要情報が大規模買付行為を評価・検

討するための情報として不十分であると判断した場合には、独立委員会は、直接又は当社取締役会を

通じて、大規模買付者に対して追加的に情報提供を求めることがあります。
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また、大規模買付者が出現し、当該大規模買付者から大規模買付行為の提案があった事実及び当社

取締役会に提供された必要情報は、当社取締役会が、その全部又は一部を適時適切に開示します。

なお、独立委員会が、大規模買付行為を評価・検討するための必要十分な情報が大規模買付者から

提出されたと判断した場合には、独立委員会は、直接又は当社取締役会を通じて、その旨の通知を大規

模買付者に発送するとともに、その旨を開示いたします。

c．当社取締役会による必要情報の評価・検討等

当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付行為が対価を現金（円価）

のみとする公開買付による当社の全株式の買付の場合は最長60日間、それ以外の場合は最長90日間を

当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間として設定します。独立委員

会は取締役会の意見及びその根拠資料並びに代替案等を受領した上、大規模買付行為の内容の検討、

大規模買付者と当社取締役会の経営計画・事業計画等に関する情報収集・比較検討、当社取締役会の

提供する代替案の検討等を行います。

当社取締役会は、独立委員会からの勧告を最大限尊重した上で、当社取締役会としての意見を慎重

にとりまとめ、開示いたします。また、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条

件改善について交渉を行います。

d．取締役会の決議及び株主総会の開催

当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、対抗措置発動又は不発動等に関する会

社法上の機関としての決議を行うものとします。

また、当社取締役会は、独立委員会が対抗措置の発動について勧告を行い、発動について株主総会の

決議を得ることが相当であると判断し、当社取締役会に対して株主総会の開催を要請する場合には、

株主の皆様に本プランによる対抗措置を発動することの可否を十分にご検討いただくための期間

（以下、「株主検討期間」といいます。）として最長60日間の期間を設定し、当該株主検討期間中に当

社株主総会を開催することとします。

株主総会において対抗措置の発動又は不発動について決議された場合、当社取締役会は、当該株主

総会の決議に従うものとします。当該株主総会が対抗措置を発動することを否決する決議をした場合

には、当社取締役会は対抗措置を発動いたしません。当該株主総会の終結をもって株主検討期間は終

了することとし、当社は、当該株主総会の結果を決議後適時適切に開示いたします。

　
(ホ) 大規模買付行為が実施された場合の対応

a．大規模買付者が大規模買付ルールを順守しない場合

大規模買付者が大規模買付ルールを順守しなかった場合には、具体的な買付方法の如何にかかわら

ず、当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、当社グループの企業価値ひいては株主

共同の利益を守ることを目的として、新株予約権の無償割当等、会社法その他の法令等及び当社定款

が認める対抗措置をとることにより大規模買付行為に対抗する場合があります。

b．大規模買付者が大規模買付ルールを順守した場合

大規模買付者が大規模買付ルールを順守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模買付行為

に反対であったとしても、当該大規模買付者による大規模買付行為の提案についての反対意見を表明

したり、代替案を提示するなど、株主の皆様を説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対す

る対抗措置はとりません。大規模買付者の当該提案に応じるか否かは、株主の皆様において、当該提案

及び当社が提示する当該提案に対する意見、代替案等をご考慮の上、ご判断いただくことになります。

但し、大規模買付ルールが順守されている場合であっても、当該大規模買付行為が当社に回復し難

い損害をもたらすなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断され

る場合には、例外的に当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、また、必要に応じて

株主総会の承認を得た上で、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を守るために必要かつ

相当な範囲で、対抗措置の発動を決定することができるものとします。
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(へ) 株主の皆様に与える影響等

a．大規模買付ルールが株主の皆様に与える影響等

大規模買付ルールは、株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報

や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、株主の皆様が代替案の提示を受ける

機会を確保することを目的としています。これにより株主の皆様は、十分な情報のもとで、大規模買付

行為に応じるか否かについて適切な判断をすることが可能となり、そのことが当社グループの企業価

値ひいては株主共同の利益の保護につながるものと考えます。したがいまして、大規模買付ルールの

設定は、株主の皆様が適切な投資判断を行う上での前提となるものであり、株主の皆様の利益に資す

るものであると考えております。

b．対抗措置発動時に株主の皆様に与える影響

大規模買付者が大規模買付ルールを順守しなかった場合又は大規模買付ルールが順守されている

場合であっても、大規模買付行為が当社に回復し難い損害をもたらすなど当社グループの企業価値ひ

いては株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、当社取締役会は、当社グループの企業

価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、新株予約権の無償割当等、会社法その他の法

令等及び当社定款により認められている対抗措置をとることがありますが、当該対抗措置の仕組み

上、株主の皆様（大規模買付ルールを順守しない大規模買付者及び会社に回復し難い損害をもたらす

など当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと認められるような大規模買

付行為を行う大規模買付者を除きます。）が法的権利又は経済的側面において格別の損失を被るよう

な事態が生じることは想定しておりません。

　
(ト) 本プランの適用開始、有効期限及び廃止

本プランの有効期限は、平成26年６月に開催される当社定時株主総会終結の時までとします。

但し、本プランは、株主総会において承認可決され発効した後であっても、①当社株主総会において

本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、②当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が

行われた場合には、その時点で廃止されるものとします。

また、本プランの有効期間中であっても、企業価値ひいては株主共同の利益の向上の観点から随時

見直しを行い、当社株主総会の承認可決を得て本プランの変更を行うことがあります。その場合には、

その変更内容を速やかに開示します。

　
（４）本プランの合理性について（本プランが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社グループ

の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではな

いことについて）

　
(イ) 当社グループの企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されているこ

と

本プランは、当社株式に対する大規模買付行為等がなされた際に、当該買付に応じるべきか否かを

株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し、

又は株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社グループの企業

価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものです。

　
(ロ) 事前の開示

当社は、株主の皆様及び大規模買付者の予見可能性を高め、株主の皆様に適切な判断の機会を確保

するために、本プランを予め開示するものです。

また、当社は今後も、法令等に従い、必要に応じて適時適切な開示を行います。

　
(ハ) 株主意思を反映するものであること

本プランは、平成23年６月29日開催の第86回定時株主総会において、承認されたものでありますの

で、株主の皆様のご意向が反映されることとなっております。

また、継続後は本プランの有効期間の満了前であっても、当社株主総会において本プランを廃止す

る旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになり、株主の皆様のご意向

が反映されます。

　
(ニ) 独立性の高い社外者の判断の重視

当社は、本プランにおける対抗措置の発動等に関し、当社取締役会に対して勧告等を行う諮問機関

として、当社の業務執行から独立している委員で構成される独立委員会を設置します。
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(ホ) 合理的な客観的発動要件の設定

本プランは、予め定められた合理的かつ詳細な客観的発動要件が充足されなければ発動されないよ

うに設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しておりま

す。

　
(ヘ) デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと

本プランは、当社の株主総会において選任された取締役により構成される取締役会によって廃止す

ることが可能です。したがって、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数

を交代させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。また、当社は取締役の任期を

１年としているため、本プランはスローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行う

ことができないため、対抗措置の発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。

　
（4）研究開発活動

当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は221百万円であります。

　なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はあり

ません。

EDINET提出書類

ホッカンホールディングス株式会社(E01354)

四半期報告書

 9/22



第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 240,000,000

計 240,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成24年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成24年８月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 67,346,93567,346,935
東京証券取引所
市場第一部
札幌証券取引所

単元株式数は
1,000株で
あります。

計 67,346,93567,346,935― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　　　　該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　　　該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

　　　　該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成24年４月１日～
平成24年６月30日

― 67,346,935 ― 11,086 ― 10,725

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日（平成24年３月31日）に基づく株主名簿による記

載をしております。

① 【発行済株式】

平成24年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

（自己株式）
　普通株式　　68,000
（相互保有株式）
　普通株式　 　9,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式  66,989,000 66,989 ―

単元未満株式 普通株式 　　280,935 ― ―

発行済株式総数 67,346,935 ― ―

総株主の議決権 ― 66,989 ―

　

　

② 【自己株式等】

平成24年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己株式）
ホッカンホールディングス
株式会社

東京都千代田区丸の内
２－２－２

68,000 ― 68,000 0.10

（相互保有株式）
トーウンサービス株式会社

埼玉県さいたま市大宮区
土手町１－４９－８

9,000 ― 9,000 0.01

計 ― 77,000 ― 77,000 0.11

　

　

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成24年４月１日

から平成24年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24年６月30日まで)

に係る四半期連結財務諸表について、きさらぎ監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,595 736

受取手形及び売掛金 34,711 37,086

電子記録債権 4,445 4,806

商品及び製品 4,731 4,860

仕掛品 2,140 2,397

原材料及び貯蔵品 2,313 2,339

繰延税金資産 768 581

その他 3,446 3,671

貸倒引当金 △21 △21

流動資産合計 54,132 56,460

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 20,375 20,142

機械装置及び運搬具（純額） 20,766 20,949

土地 15,837 15,831

リース資産（純額） 950 969

建設仮勘定 4,307 3,029

その他（純額） 395 455

有形固定資産合計 62,633 61,378

無形固定資産 1,140 1,133

投資その他の資産

投資有価証券 14,148 14,178

長期貸付金 24 522

繰延税金資産 484 614

その他 2,691 2,673

貸倒引当金 △77 △77

投資その他の資産合計 17,270 17,911

固定資産合計 81,044 80,423

資産合計 135,176 136,883
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 32,636 32,159

短期借入金 14,502 18,262

リース債務 294 306

未払法人税等 1,352 668

賞与引当金 760 325

その他 6,362 7,118

流動負債合計 55,909 58,841

固定負債

長期借入金 31,855 29,912

リース債務 841 888

繰延税金負債 129 126

退職給付引当金 2,421 2,433

長期未払金 214 208

その他 794 793

固定負債合計 36,256 34,363

負債合計 92,165 93,204

純資産の部

株主資本

資本金 11,086 11,086

資本剰余金 10,750 10,750

利益剰余金 17,994 18,933

自己株式 △23 △23

株主資本合計 39,808 40,747

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 826 658

繰延ヘッジ損益 △17 △35

為替換算調整勘定 △161 △333

その他の包括利益累計額合計 647 289

少数株主持分 2,555 2,641

純資産合計 43,010 43,678

負債純資産合計 135,176 136,883
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

売上高 49,875 43,550

売上原価 43,559 38,387

売上総利益 6,315 5,162

販売費及び一般管理費 3,345 3,402

営業利益 2,970 1,759

営業外収益

受取利息 0 1

受取配当金 116 135

持分法による投資利益 206 277

受取賃貸料 62 43

その他 68 36

営業外収益合計 454 495

営業外費用

支払利息 148 133

その他 39 39

営業外費用合計 188 172

経常利益 3,236 2,082

特別利益

固定資産売却益 － 0

災害損失引当金戻入額 54 －

特別利益合計 54 0

特別損失

固定資産除却損 20 33

減損損失 － 5

ゴルフ会員権評価損 0 －

その他 1 0

特別損失合計 22 38

税金等調整前四半期純利益 3,267 2,043

法人税、住民税及び事業税 930 526

法人税等調整額 259 146

法人税等合計 1,189 673

少数株主損益調整前四半期純利益 2,078 1,370

少数株主利益 271 178

四半期純利益 1,806 1,191
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　　【四半期連結包括利益計算書】
　　　【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 2,078 1,370

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △264 △169

繰延ヘッジ損益 0 0

為替換算調整勘定 － △251

持分法適用会社に対する持分相当額 △7 △16

その他の包括利益合計 △271 △437

四半期包括利益 1,806 933

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,535 833

少数株主に係る四半期包括利益 270 99
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【継続企業の前提に関する事項】

該当事項はありません。

　

【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

該当事項はありません。

　

【会計方針の変更等】

当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日)

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取

得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これにより、従来の方法に比べて、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利

益はそれぞれ14百万円増加しております。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。

　
【追加情報】

該当事項はありません。

　
【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　

　　　債務保証

　従業員の金融機関からの借入金に対して、保証を行っております。

　
前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

従業員 17百万円 17百万円

　

　借入金に対して保証を行っております。

　
前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

ユニバーサル製缶㈱ 1,505百万円 1,491百万円

　
　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、

第１四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりでありま

す。

　

　
前第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日)

減価償却費 2,218百万円 1,979百万円
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(株主資本等関係)

　

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年5月13日
取締役会

普通株式 252 3円75銭平成23年3月31日 平成23年6月13日 利益剰余金

　

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。

　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年5月11日
取締役会

普通株式 252 3円75銭平成24年3月31日 平成24年6月12日 利益剰余金

　

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

　　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

　

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２容器事業 充填事業

機械製作事
業

計

売上高 　 　 　 　 　 　

　外部顧客への売上高 13,854 35,560 459 49,875 ― 49,875

  セグメント間の内部
　売上高又は振替高

3,849 ― 737 4,586 △4,586 ―

計 17,703 35,560 1,197 54,461△4,586 49,875

セグメント利益 840 2,478 6 3,326 △355 2,970

（注）１　セグメント利益の調整額△355百万円には、セグメント間取引消去△45百万円、各報告セグメントに配分してい

ない全社費用△310百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社の一般

管理費であります。

　２　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　
Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日)

　１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

　

報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）３
容器
事業

充填
事業

機械製作
事業

計

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

　外部顧客への売上高 12,62530,722 202 43,550 ― 43,550 ― 43,550

　セグメント間の内部
　売上高又は振替高

2,766 ― 602 3,368 ― 3,368△3,368 ―

計 15,39130,722 804 46,918 ― 46,918△3,36843,550

セグメント利益又は損失（△） 235 1,902 △56 2,082 △36 2,045△285 1,759

（注）１　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、海外事業であります。

　２　セグメント利益の調整額△285百万円には、セグメント間取引消去26百万円、各報告セグメントに配分していない

全社費用△312百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社の一般管理

費であります。

　３　セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　
　２．報告セグメントの変更等に関する事項

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、

当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人

税法に基づく減価償却の方法に変更したため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人税法に基

づく方法に変更しております。

当該変更により、従来の方法に比べて、当第１四半期連結累計期間の容器事業のセグメント利益が11百万

円増加し、充填事業のセグメント利益が2百万円増加し、機械製作事業のセグメント損失が0百万円減少して

おります。
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(金融商品関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

　

(有価証券関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

　

(デリバティブ取引関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 26円85銭 17円71銭

(算定上の基礎) 　 　

四半期純利益金額(百万円) 1,806 1,191

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 1,806 1,191

普通株式の期中平均株式数(千株) 67,277 67,274

(注)  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　
(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

　

平成24年5月11日開催の取締役会において、平成24年3月31日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、

次のとおり期末配当を行うことを決議いたしました。

　①　配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　252百万円

　②　１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　3円75銭

　③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　平成24年6月12日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成24年８月10日

ホッカンホールディングス株式会社

取締役会  御中

　

きさらぎ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    大久保　雅　史　　    印

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    竹　見　　浩　　　    印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているホッ
カンホールディングス株式会社の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第１四半期
連結会計期間(平成24年４月１日から平成24年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成24年４月１
日から平成24年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益
計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸
表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ホッカンホールディングス株式会社及び連結
子会社の平成24年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を
適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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